
成果不振による解雇
　第８回

　韓国の労働基準法上、労働者の解雇には「正当な理由」
が必要です。この際「正当な理由」は、社会通念上労働契
約を継続させることができない程、労働者に責任ある事由
があるとか、やむを得ない経営上の必要がある場合に認め
られます。
　これと関連し、業績不振、勤務成績不良など、職務遂行
能力が著しく不足している場合（以下「成果不振」）も、解
雇の「正当な理由」になることがあります。ただし、（i）
原則として団体協約、就業規則で業績不振を懲戒解雇事由
として規定していなければならず、さらに（ii）当該労働
者の業績不振が社会通念上、労働契約を継続させることが
できない程、労働者に責任がある事由がある場合、つまり
成果不振の程度が著しい場合でなければなりません。
　このような、事実関係に基づく「正当な理由」の有無に
ついての判断は、常に変化するものであり、一般化するの
は難しいですが、裁判所はおおむね業績不振による解雇を
認定しない傾向にあります。以下、参考にすべき裁判所と
中央労働委員会の先例を紹介すると、下記のとおりです。

　（１）新設された法人営業チームを５ヶ月で廃止し、所
属の労働者を解雇した　事例では、その労働者の勤務成績
不良および販売実績低調は懲戒事由に該当すると認めなが
らも、その労働者が当該業務についての経験が不足してお
り、特別な非違行為をしているとは言えず改善の余地があ
るとし、解雇の“正当な理由”がないとした事があります。

　（２） 比較的単純で定型的な業務（人事補助業務）に数
年間従事してきたが、同じミスを繰り返し、能力や知識を
向上させるよう指示を受けたにもかかわらず改善せず、人
事考課の結果が持続的に低下した事例では、「正当な理由」
があるとしています。

　（３）中央労働委員会は、９年間、最下位の人事評価を
受けて９回も昇進の機会を逃す等、労働者の業績不振が長
期にわたって継続され、これを認める客観的な資料がある
場合、これを理由にした解雇は、「正当な理由」があるとし
ています。

　このように、成果不振を理由にした解雇における「正当
な理由」は、簡単に認められず、事実関係に基づいて結論
が変わることがある問題です。したがって、使用者は、解
雇の実行に先立ち、「正当な理由」が認められるかについ
て、解雇に関する諸般の事情を慎重に検討する必要があり
ます。
　そのほか、使用者は、実務上、留意すべき点は次のとお
りです。

　（Ａ）団体協約、就業規則で業績不振を懲戒解雇事由と
して規定するにあたっては、「能力、適格性の欠如による解
雇等」とし、包括的な解雇事由として規定することをお勧
めします。

　（Ｂ）労働者の業績不振かどうかを判断するにあたり、
客観的かつ公正な評価がおこなわれなければなりません。
可能であれば、労働者の成果を測定する方法として、定性
的な評価基準よりは、定量的な評価基準を活用し、評価の
客観性・公正性を期す必要があります。

　（Ｃ）労働者の懲戒解雇に対する正当性についての立証
責任は、使用者側にあります。これと関連し、使用者は労
働者の成果不振および、それにより労働関係を継続するこ
とが不可能であるという具体的な事情を記録に残し、証拠
資料を確保することが重要です。

　（Ｄ）業績不振があったとしても、初めから解雇措置を
とる代わりに、その労働者に成果改善のための教育の機会
を実質的に付与したり、解雇よりも軽い懲戒処分を活用し
たりすることを考慮する必要があります。

　（Ｅ）勧告辞職や名誉退職など、当該労働者との合意に
より労働関係を終了させる方法を模索するか、待機発令、
年俸制のもとでの報酬削減、新入社員の場合、試用期間の
活用等、他の措置を取るといった方法も検討する必要があ
ります。
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